
等級及び職制上の段階ごとの職員数（令和5年4月1日現在）

行政職給料表

主事 1,375

技師 224

保育士 428

計 2,027

主任 1,053

計 1,053

係長 237

主査 1,544

工事検査員 4

管理主事 1

指導主事 32

計 1,818

課長補佐 335

室長補佐 11

副園長 65

主幹 75

参与 80

所長補佐 54

場長補佐 2

館長補佐 31

事務室長 4

主任管理主事 11

主任指導主事 75

北部児童相談所長
補佐 5

南部児童相談所長
補佐 7

計 755

課
長
補
佐
級

４級

１　課長補佐又は室長補佐の職務
２　保育園の副園長の職務
３　主幹の職務
４　総合調整幹、調整幹又は専門幹
の職務
５　参与の職務

755 12.0% 755 12.0%

３級
１　係長の職務
２　主査の職務

1,818 28.8% 1,818

職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
等級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

主事、技師又は保育士の職務 2,027 32.1%１級 2,027

主
任
級

32.1%
主
事
級

28.8%
係
長
級

16.7%２級 主任の職務 1,053 16.7% 1,053



職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
等級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

課長 131

室長 7

保育園長 59

副参事 89

所長 21

場長 1

館長 17

東京事務所副所長 1

主席管理主事 4

主席指導主事 12

高等看護学院事務
長 1

北部児童相談所長 1

東部療育センター
開設準備室長 1

計 345

次長 15

部長 20

参事 160

中央図書館副館長 1

計 196

部長 36

副区長 10

副理事 16

所長 8

館長 2

広報監 1

行政管理監 1

計 74

次
長
級

７級

１　部長（６級の部長を除く。）又
は出納室長の職務
２　副区長の職務
３　副理事の職務

74 1.2% 74 1.2%
部
長
級

６級

１　次長又は事務局次長の職務
２　区役所の部長又は室長（部の内
部組織の室の室長を除く。）の職務
３　参事の職務

196 3.1% 196 3.1%

５級

１　課長の職務
２　区会計管理者の職務
３　保育園長の職務
４　副参事の職務

345 5.5% 345 5.5%
課
長
級



職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
等級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

局長 12

公室長 1

本部長 1

区長 10

事務局長 4

会計管理者 1

副教育長 1

理事 6

総合政策監 1

情報統括監 1

危機管理監 1

計 39

合計 6,307 100%

局
長
級

８級

１　局長、公室長、本部長、区長又
は事務局長の職務
２　会計管理者の職務
３　副教育長の職務
４　理事の職務

39 0.6% 39 0.6%

※表中の割合(％)は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、等級ごとの職員数の割合の合計と職制上の
　段階ごとの職員数の割合の合計が一致しない、又はそれぞれの割合の合計が100%にならない場合があります。

※等級が４級の「所長補佐」、「場長補佐」及び「館長補佐」とは、さいたま市職員の初任給、昇格、昇給等
　の基準に関する規則（以下「規則」という。）別表第１（１）行政職給料表職務分類表４級の項第１号に掲
　げる第２類事業所の所長補佐、場長補佐又は館長補佐をいいます。

※等級が５級の「所長」、「場長」及び「館長」とは、規則別表第１（１）行政職給料表職務分類表５級の項
　第２号に掲げる第２類事業所の長をいいます。

※等級が７級の「所長」及び「館長」とは、規則別表第１（１）行政職給料表職務分類表７級の項第１号に掲
　げる第１類事業所の長をいいます。



医療職給料表(1)

医師 10

歯科医師 1

計 11

医師 5

医長 49

計 54

科長 32

主幹 5

所長補佐 1

計 38

部長 19

副参事 2

所長 1

院長補佐 2

計 24

参事 5

計 5

副院長 3

所長 2

計 5

理事 1

医務監 1

計 2

合計 139 100%

課
長
級

5 3.6%
次
長
級

3.6%

17.3%

２級

１　医長の職務
２　専門的知識又は経験に基づき困
難な業務を所掌する医師又は歯科医
師の職務

54 38.8%

４級

１　病院の診療部の部長又は所長の
職務
２　次長の職務
３　参事の職務
４　課長の職務
５　副参事の職務

29 20.9%

３級
１　課長補佐の職務
２　科長の職務
３　主幹の職務

38 27.3%

11 7.9%
主
事
級

54 38.8%
主
任
級

職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
等級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳

医師又は歯科医師の職務 11 7.9%１級

27.3%

課
長
補
佐
級

※表中の割合(％)は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、等級ごとの職員数の割合の合計と職制上の
　段階ごとの職員数の割合の合計が一致しない、又はそれぞれの割合の合計が100%にならない場合がありま
　す。

※等級が４級の「所長」とは、規則別表第１（２）医療職給料表（１）職務分類表４級の項第１号に掲げる
　第２類事業所の長をいいます。

※等級が５級の「所長」とは、規則別表第１（２）医療職給料表（１）職務分類表５級の項第１号に掲げる
　第１類事業所の長をいいます。

24

38

５級

１　局長の職務
２　理事の職務
３　院長の職務
４　副院長の職務
５　副理事の職務

7 5.0%

5
部
長
級

2 1.4%
局
長
級



医療職給料表(2)

薬剤師 5

獣医師 7

栄養士 2

診療放射線技師 8

臨床検査技師 4

臨床工学技士 2

理学療法士 7

作業療法士 5

言語聴覚士 3

計 43

薬剤師 15

獣医師 6

栄養士 9

診療放射線技師 15

臨床検査技師 15

臨床工学技士 5

理学療法士 8

作業療法士 7

視能訓練士 1

言語聴覚士 12

歯科衛生士 5

計 98

主任 80

計 80

係長 8

主査 104

計 112

課長補佐 8

副科長 3

副技師長 8

主幹 8

所長補佐 1

計 28

21.4%

37.7%
主
事
級

課
長
補
佐
級

7.5%４級

１　課長補佐、副科長又は副技師長
の職務
２　主幹の職務
３　調整幹又は専門幹の職務
４　参与の職務

28 7.5% 28

２級

１　主任の職務
２　困難な業務を所掌する薬剤師、
獣医師、栄養士、診療放射線技師、
臨床検査技師、臨床工学技士、理学
療法士、作業療法士、視能訓練士、
言語聴覚士、歯科衛生士又はマッ
サージ指圧師の職務

178 47.6%

80

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級

薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射
線技師、臨床検査技師、臨床工学技
士、理学療法士、作業療法士、視能
訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士又
はマッサージ指圧師の職務

43 11.5%

141

主
任
級

３級
１　係長の職務
２　主査の職務
３　困難な業務を行う主任の職務

112 29.9% 112 29.9%
係
長
級



等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

課長 2

科長 2

技師長 4

副参事 3

所長 1

計 12

参事 1

計 1

合計 374 100%

3.2%
課
長
級

５級
１　課長、科長又は技師長の職務
２　副参事の職務

12 3.2% 12

※表中の割合(％)は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、等級ごとの職員数の割合の合計と職制上の
　段階ごとの職員数の割合の合計が一致しない、又はそれぞれの割合の合計が100%にならない場合がありま
　す。

※等級が４級の「所長補佐」とは、規則別表第１（３）医療職給料表（２）職務分類表４級の項に掲げる第２
　類事業所の所長補佐をいいます。

※等級が５級の「所長」とは、規則別表第１（３）医療職給料表（２）職務分類表５級の項に掲げる第２類事
　業所の長をいいます。

１　副理事の職務
２　次長の職務
３　参事の職務

６級
次
長
級

0.3%10.3%1



医療職給料表(3)

専任教員 1

保健師 32

助産師 12

看護師 200

計 245

専任教員 1

保健師 60

助産師 17

看護師 244

計 322

主任 124

専任教員 4

計 128

主任 8

専任教員 3

計 11

係長 14

臨床指導員 57

主査 173

専任教員 7

計 251

課長補佐 3

副看護師長 31

教務主任 3

主幹 16

所長補佐 15

計 68

看護師長 27

計 27

副看護部長 5

課長 2

副参事 1

所長 8

学院長 1

新型コロナウイル
スワクチン対策室
長

1

計 18

５級
１　副看護部長の職務
２　課長の職務
３　副参事の職務

18 1.7%

４級

１　看護師長の職務
２　課長補佐の職務
３　副看護師長又は教務主任の職務
４　主幹の職務
５　調整幹又は専門幹の職務
６　参与の職務

95 8.9%

主
事
級

課
長
補
佐
級

45 4.2%
課
長
級

68 6.3%

１　主任の職務
２　困難な業務を所掌する専任教
員、保健師、助産師、看護師、准看
護師又は養護師の職務

450 41.9%

139 13.0%

52.8%

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

１級
専任教員、保健師、助産師、看護
師、准看護師又は養護師の職務

245 22.8%

567

主
任
級

３級

１　係長又は臨床指導員の職務
２　主査の職務
３　困難な業務を行う主任の職務
４　特に困難な業務を所掌する専任
教員の職務

262 24.4%

251 23.4%
係
長
級

２級



等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

参事 2

計 2

看護部長 1

計 1

合計 1073 100%

※等級が４級の「所長補佐」とは、規則別表第１（４）医療職給料表（３）職務分類表４級の項第１号に掲げ
　る第２類事業所の所長補佐をいいます。

※等級が５級の「所長」とは、規則別表第１（４）医療職給料表（３）職務分類表５級の項第１号に掲げる
　第２類事業所の長をいいます。

0.2%

0.1%

次
長
級

部
長
級

※表中の割合(％)は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、等級ごとの職員数の割合の合計と職制上の
　段階ごとの職員数の割合の合計が一致しない、又はそれぞれの割合の合計が100%にならない場合がありま
　す。

６級

１　副院長の職務
２　病院の部長の職務
３　副理事の職務
４　次長の職務
５　参事の職務

3 0.3%

2

1



教育職給料表(1)

助教諭 1

養護助教諭 1

講師 9

実習助手 4

計 15

教諭 358

養護教諭 9

栄養教諭 1

主任実習助手 6

計 374

主幹教諭 1

計 1

副校長 1

教頭 11

計 12

校長 6

計 6

合計 408 100%

※表中の割合(％)は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、等級ごとの職員数の割合の合計と職制上の
　段階ごとの職員数の割合の合計が一致しない、又はそれぞれの割合の合計が100%にならない場合がありま
　す。

副
校
長
、
教
頭

４級 高等学校等の校長の職務 6 1.5% 6 1.5%
校
長

３級 高等学校等の副校長又は教頭の職務 12 2.9% 12 2.9%

教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教

諭
又
は
主
任
実
習
助
手

特２級高等学校等の主幹教諭の職務 1 0.2% 1 0.2%

主
幹
教
諭

２級
高等学校等の教諭、養護教諭、栄養
教諭又は主任実習助手の職務

374 91.7% 374 91.7%

3.7%

助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、

講
師
又
は
実
習
助
手

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名

１級

高等学校、中等教育学校又は特別支
援学校（以下この表において「高等
学校等」という。）の助教諭、養護
助教諭、講師又は実習助手の職務

15 3.7% 15

（人） （人） （％） 段階



教育職給料表(2)

助教諭 173

養護助教諭 3

講師 121

計 297

教諭 4,819

養護教諭 225

栄養教諭 86

計 5,130

主幹教諭 15

計 15

副校長 1

教頭 186

計 187

校長 161

計 161

合計 5,790 100%

※表中の割合(％)は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、等級ごとの職員数の割合の合計と職制上の
　段階ごとの職員数の割合の合計が一致しない、又はそれぞれの割合の合計が100%にならない場合がありま
　す。

副
校
長
、
教
頭

４級 小学校等の校長の職務 161 2.8% 161 2.8%
校
長

３級 小学校等の副校長又は教頭の職務 187 3.2% 187 3.2%

教
諭
、
養
護
教
諭

又
は
栄
養
教
諭

特２級小学校等の主幹教諭の職務 15 0.3% 15 0.3%

主
幹
教
諭

２級
小学校等の教諭、養護教諭又は栄養
教諭の職務

5,130 88.6% 5,130 88.6%

5.1%

助
教
諭
、
養
護
助

教
諭
又
は
講
師

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名

１級
小学校又は中学校（以下この表にお
いて「小学校等」という。）の助教
諭、養護助教諭又は講師の職務

297 5.1% 297

（人） （人） （％） 段階



学校栄養職給料表

栄養技師 41

計 41

栄養主任 7

栄養技師 1

計 8

栄養主査 29

栄養主任 8

主任専門員 2

計 39

合計 88 100%

※表中の割合(％)は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、等級ごとの職員数の割合の合計と職制上の
　段階ごとの職員数の割合の合計が一致しない、又はそれぞれの割合の合計が100%にならない場合がありま
　す。

栄
養
主
任
、
栄
養
技
師

３級

１　栄養主査の職務
２　困難な業務を行う栄養主任の職
務
３　主任専門員の職務

39 44.3% 39 44.3%

栄
養
主
査
、
栄
養
主

任
、
主
任
専
門
員

２級

１　栄養主任の職務
２　困難な業務を所掌する栄養技師
の職務
３　専門員の職務

8 9.1% 8 9.1%

46.6%

栄
養
技
師

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名

１級 栄養技師の職務 41 46.6% 41

（人） （人） （％） 段階



学校事務職給料表

事務主事 141

計 141

事務主任 32

計 32

事務主査 25

主任専門員 18

計 43

事務主幹 33

計 33

合計 249 100%

事
務
主
幹

※表中の割合(％)は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、等級ごとの職員数の割合の合計と職制上の
　段階ごとの職員数の割合の合計が一致しない、又はそれぞれの割合の合計が100%にならない場合がありま
　す。

４級 事務主幹の職務 33 13.3% 33 13.3%

事
務
主
任

３級

１　事務主査の職務
２　困難な業務を行う事務主任の職
務
３　主任専門員の職務

43 17.3% 43 17.3%

事
務
主
査
、
主
任
専
門
員

２級
１　事務主任の職務
２　専門員の職務

32 12.9% 32 12.9%

56.6%

事
務
主
事

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名

１級 事務主事の職務 141 56.6% 141

（人） （人） （％） 段階



技能職給料表

業務主事 41

計 41

業務主任 95

計 95

業務主査 554

計 554

合計 690 100%

80.3%

業
務
主
査
級

13.8%２級 業務主任の職務 95 13.8% 95

３級 業務主査の職務 554 80.3% 554

（％） 段階

41

業
務
主
任
級

5.9%

業
務
主
事
級

※表中の割合(％)は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、等級ごとの職員数の割合の合計と職制上の
　段階ごとの職員数の割合の合計が一致しない、又はそれぞれの割合の合計が100%にならない場合がありま
　す。

１級

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳

業務主事の職務 41 5.9%

職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人）



企業職給料表

主事 42

技師 54

計 96

主任 80

計 80

係長 25

主査 105

水道工事検査員 1

計 131

課長補佐 21

所長補佐 4

主幹 15

参与 7

水道工事検査員 1

計 48

課長 11

所長 3

副参事 18

計 32

次長 2

参事 5

計 7

部長 2

副理事 2

計 4

局長 1

計 1

合計 399 100%

局
長
級

８級
１　局長の職務
２　理事の職務

1 0.3% 1 0.3%

次
長
級

７級
１　部長の職務
２　副理事の職務

4 1.0% 4 1.0%
部
長
級

６級
１　次長の職務
２　参事の職務

7 1.8% 7 1.8%

課
長
補
佐
級

５級
１　課長又は所長の職務
２　水道工事検査監の職務
３　副参事の職務

32 8.0% 32 8.0%
課
長
級

４級

１　課長補佐又は所長補佐の職務
２　主幹の職務
３　困難な業務を行う水道工事検査
員の職務
４　総合調整幹、調整幹又は専門幹
の職務
５　参与の職務

48 12.0% 48 12.0%

32.8%
係
長
級

20.1%２級 主任の職務 80 20.1% 80

３級
１　係長の職務
２　主査の職務
３　水道工事検査員の職務

131 32.8% 131

（％） 段階

96

主
任
級

24.1%
主
事
級

※表中の割合(％)は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、等級ごとの職員数の割合の合計と職制上の
　段階ごとの職員数の割合の合計が一致しない、又はそれぞれの割合の合計が100%にならない場合がありま
　す。

１級

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳

主事又は技師の職務 96 24.1%

職制上の段階

（人） （％） 職名 （人） （人）



消防職給料表

主事 388

計 388

主任 178

計 178

主査 363

計 363

係長 103

主査 128

計 231

課長補佐 66

室長補佐 1

所長補佐 33

主幹 14

参与 5

計 119

副署長 7

課長 22

出張所長 16

副参事 42

救急指導室長 1

計 88

署長 8

次長 5

副署長 2

参事 9

計 24

部長 3

署長 2

副理事 1

計 6

（人） （％） 段階

27.7%
主
事
級

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名

１級 消防士又は消防副士長の職務 388 27.7% 388

（人）

主
任
級

３級
１　消防司令補の職務
２　専門的知識又は経験を必要とす
る業務を行う消防士長の職務

363 25.9%

594 42.5%
係
長
級

４級 消防司令の職務

２級 消防士長の職務 178 12.7% 178 12.7%

231 16.5%

５級

１　課長補佐又は室長補佐の職務
２　所長補佐の職務
３　主幹の職務
４　総合調整幹、調整幹又は専門幹
の職務
５　参与の職務

119 8.5% 119 8.5%

課
長
補
佐
級

６級

１　副署長の職務
２　課長の職務
３　出張所長の職務
４　副参事の職務

88 6.3% 88 6.3%
課
長
級

次
長
級

８級

１　部長の職務
２　困難な業務を所掌する署長の職
務
３　副理事の職務

6 0.4% 6 0.4%
部
長
級

７級

１　署長の職務
２　次長の職務
３　困難な業務を所掌する副署長の
職務
４　参事の職務

24 1.7% 24 1.7%



（人） （％） 段階
等級

等級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

（人） （％） 職名 （人）

局長 1

理事 1

計 2

合計 1,399 100%

局
長
級

※表中の割合(％)は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、等級ごとの職員数の割合の合計と職制上の
　段階ごとの職員数の割合の合計が一致しない、又はそれぞれの割合の合計が100%にならない場合がありま
　す。

９級
１　消防局長の職務
２　理事の職務

2 0.1% 2 0.1%


